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事 業

名 

新型コロナウイルス対策本部会議（第１９回） 

日 時 令和 3年 5月 24日（月）16：00～17：00 場 所 本庁 2階 大会議室 

出 席

者 

【三役】（本部長）座間味秀勝、（副本部長）神里敏明、新崎直昌 

【総務課】小久保栄太郎        【観光産業課】玉城広喜 

【民生課】新垣聡、西田大河、尾崎リサ 【会計課】宇野昭子 

【教育委員会】小嶺国士        【船舶課】我喜屋元作 

【議会事務局】新里武広        【渡嘉敷診療所】 

【村議会議長】            【交流の家】 

【商工会等】        （計１２名参加） 

会 議 

内 容 

沖縄県の緊急事態宣言に伴う本村の取り組みについて 

 ： 政府による緊急事態宣言が昨日から沖縄県に発出され５

月２３日から６月２０日までの期間となっています。これ

に伴い沖縄県からは飲食店の時間短縮の営業や酒類の提

供をしないなどの他、イベントを行わないなどの取り組み

が要請されています。一部には巡回指導などの協力依頼も

ありますので対応をお願いします。なお、今朝の庁議でも

お願いをしておりますが、各部署、各出先機関単位での新

型コロナウイルス感染者発生時の対応マニュアル等につ

いても早急に検討をお願いします。 

 ： 総務課からの懸念事項ですが、先週の濃厚接触者の方に対

して保健所から、陽性者との接触がある日から２週間の自

粛をお願いしている状況なのですが、それを拒否するとい

う方がいるとの情報提供がありました。そういった方に対

してどのように対応していくのかを確認したいです。 

 ： あくまでお願いなので、役場としてもそれ以上の対応はで

きない。 

 ： ガイドラインについてですが、前回感染者確認時からレベ

ル３のままですが、今回の緊急事態宣言を受けてどうしま

すか。 

 ： ガイドライン自体昨年の８月に作られているものなので、

ガイドラインを一度見直すのか、それともこのガイドライ

ンの中でどうするのかということについて皆さんの意見

を頂きたい。 

 ： ガイドラインは元々、補佐会議で決めているものなので、

今この場で決められるものではないと思います。 



 

 

 ： 個別の施設ごとでの対応を検討していかないといけない

と思います。それぞれの施設ごとで判断する根拠、どうい

った場合にどうするかは変わってくると思うので。 

これは一度見直すという方向で持っていきましょう。 

ガイドラインの感染者確認時というところを消して、それ

ぞれの施設での細かい対応を別で持っておく必要がある

と思います。 

 ： 県のレベルは各指標に基づいたものになっていると思い

ます。現状、村の取り組みなどからするとレベル３だと思

いますがその認識で良いですか。 

 ： 現状、村のガイドラインには定量的な指標がないから、そ

こも含めて検討し直さないといけない。 

 ： 勤務体制についてですが、前回の緊急事態宣言自は在宅勤

務を行っていたが、今回はどうなりますか。 

 ： 今回はなし。 

 ： 観光客に対しては来島自粛の対応ですか。 

 ： 来島自粛ではない。 

  定期船の定員半減などもなしですか。 

  行いません。 

  みつしまは昨日から６月２０日まで運休です。 

 

【今後の本村の取り組みについて】 

○警戒レベルは３のまま。 

○ガイドラインの見直しが必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


